
2019年12月5日

Japan tax alert
EY税理士法人

OECD、「2つ目の柱」に 
関するコンサルテーション
ペーパーを発表

EYグローバル・タックス・アラート・ 
ライブラリー

EYグローバル・タックス・アラートは、オン
ライン/pdfで以下のサイトから入手可
能です。
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/
International-Tax/Tax-alert-library%23date

エグゼクティブサマリー
経済協力開発機構（OECD）は、2019年11月8日、進行中の「経済の電子化にお
ける課税上の課題への対処」プロジェクトにおける2つ目の柱の下で、グローバル
な税源浸食防止措置（GloBE）提案に関するパブリックコンサルテーションペー 
パー（以下、「本コンサルテーションペーパー」）を発表しました。本コンサルテー 
ションペーパーにおける設計案は、OECD事務局によって作成されたものであり、
包摂的枠組みの参加国により合意された見解を示すものではありません。

OECDは、2つ目の柱の作業計画全体についてコメントを受け付けていますが、 
特にGloBE提案における以下の3つの技術的な側面に関するコメントを求めてい
ます。

1. 財務会計をスタート地点として課税ベースを決定することについて。また、財
務会計との一時差異に対処するために、さまざまな仕組みを用いることにつ
いて

2. 多国籍企業グループの税負担率を判定するにあたり、多国籍企業グループが
源泉の異なる高課税所得と低課税所得を通算（以下、「ブレンディング」）でき
る範囲について

3. GloBE提案の一部として検討されている除外や閾値に関する実務的な経験お
よび見解について

関連当事者は、2019年12月2日までに、本コンサルテーションペーパーへのコ
メントを書面で提出するように要請されています。OECDは2019年12月9日に
公聴会を開き、そのコメントについて包摂的枠組みの参加国と議論できる機会を
提供する予定です。

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
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詳細
背景
2015年10月、OECDは、BEPS行動計画における他の14の
最終報告書とともに、行動1「電子経済の課税上の課題への
対処」に関する最終報告書（以下、「行動1最終報告書」）を公
表しました。行動1最終報告書には、電子経済に関するOECD
の結論、およびその発展がもたらす課税上の課題に対処する
ための今後の対応案が盛り込まれています。行動1最終報告
書では、電子経済が「経済そのものになりつつある」ためにこ
れを囲い込む（リングフェンス）ことは難しく、電子経済専用の
特別ルールは機能しない旨を述べるとともに、OECDがBEPS
の全体的分析に関連性があるとみなしたデジタルビジネスモ
デルの主要な特徴について要約しています。加えて行動1最
終報告書では、直接税と間接税に関して電子経済がもたらす
より幅広い課税上の課題について検討し、それらに対処する
ための選択肢についての評価を行っています。ただし、行動1
最終報告書では、分析を行った選択肢のいずれかを提案して
いるわけではなく、BEPSに対してどのような追加的な対抗策
を導入するのかは各国に委ねられています1。

2018年3月、OECDはBEPS行動1のフォローアップとして、 
「経済の電子化に伴う課税上の課題‐2018年中間報告書」 
（以下、「中間報告書」）を公表しました。中間報告書は、2020
年までに行う電子化および国際課税ルールに関する作業に 
ついて、包摂的枠組みの参加国によって合意された方向性を
示しています。中間報告書は各国への具体的な提案を行うも
のではなく、デジタルの物品およびサービスを提供する企業
が展開するさまざまなビジネスモデルや、より幅広く展開さ
れていく電子化を理解するために今後さらに作業が必要にな
ると述べています。2020年までに、参加国は技術的な複雑さ 
や立場の違いを克服し、首尾一貫したルールによる同時 
レビューを実施し、合意に基づく解決案を実現することで合意
しました2。

2019年1月、OECDは、新たな国際的議論において2つの柱
に焦点を合わせたポリシーノートを公表しました。1つ目の柱
は、課税権の配分に焦点を合わせ、経済の電子化についての
広範な課題に対処し、2つ目の柱ではBEPS上の残りの懸念事
項に対処します3。このポリシーノートに続き、OECDは、この2
つの柱の提案について、ハイレベルで説明したパブリックコン
サルテーションペーパー4を2019年2月に公表して利害関係
者からの幅広いコメントを受け取り、2019年3月にパブリック
コンサルテーションを行いました5。

当該パブリックコンサルテーション後の2019年5月に、OECDは
「経済の電子化に伴う課税上の課題に対するコンセンサスに
基づく解決案の策定に向けた作業計画」（以下、「作業計画」）
を公表しました6。同作業計画は以下の2つの柱に分かれてい
ます。

• 1つ目の柱では、各国間の課税権の配分を取り上げ、新た
な利益配分およびネクサスルールに関するさまざまな提
案の検討

• 2つ目の柱であるGloBE提案では、軽課税国への利益移転
に対抗する処置の導入

2019年10月9日、OECDは第1の柱の「統合的アプローチ」 
についてのOECD事務局案に関するパブリックコンサルテー
ションペーパーを発表し、2019年11月12日を期限として関
連当事者からのコメントを募集しました7。OECDは2019年
11月21日および22日にパリにおいて公聴会を開き、参加国
との議論の場を設けました8。

さらに2019年11月8日、OECDはGloBE提案に関し、本コン
サルテーションペーパーを発表しました。

GloBe提案
作業計画の2つ目の柱では、国際的に活動する企業の利益
が合意された最低税率までの課税を受けるよう、グローバ
ル・ミニマム・タックス・ルールを策定することを目指していま
す。OECDによると、かかる最低税率の水準の設定について
は、GloBE提案のその他の主要な要素を決定した後に、参加
国間で議論される予定です。

作業計画に示されたGloBE提案の構成要素は以下の4つで
す。

a） 所得合算（Income inclusion）ルール：外国支店または被
支配法人の所得に課された実効税率が最低税率を下回っ
ている場合に、当該所得に最低税率まで課税

b） 軽課税支払（Undertaxed payments）ルール：関連者への 
支払が最低税率以上の課税を受けなかった場合に、その
支払について損金算入の否認または源泉ベースの課税 
（源泉徴収税を含む）

c） Switch-overルール：恒久的施設（PE）に帰属する利益ま
たは不動産から得られた利益に課される実効税率が最低
税率を下回っている場合に、居住地国が免税方式から税額
控除方式に切り替えること（各租税条約に導入）
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d） Subject to taxルール：条約適用の適格性を調整すること
により、支払について源泉国における源泉徴収その他の課
税の対象とし、過少課税支払ルールを補完するもの

また、GloBE提案には、二重課税リスクを回避するための順序
ルールが組み込まれています。

本コンサルテーションペーパーの内容
本コンサルテーションペーパーでは、2つ目の柱の作業計画
全体についてコメントを受け付けていますが、特にGloBE提案
における以下の3つの技術的な側面に関する意見を求めてい
ます。

• 課税ベースの決定：課税ベースの決定を簡素化するために
財務会計を用いること、および財務会計と課税所得の間の
差異を調整するためのアプローチを用いることの影響

• ブレンディング：実効税率を確定するにあたり、同じ事業体
内または同じグループ内の複数事業体の低課税所得と高
課税所得を通算する範囲

• 除外および閾値：GloBE提案の適用を制限するためのアプ
ローチ

また本コンサルテーションペーパーには、課税所得と財務会
計上の利益との間の一時差異に対処するためのアプローチ
に関する簡単な事例を示した附属資料が含まれています。 
これらの事例に用いられた事実関係には、所得合算ルールの
潜在的な適用方法が含まれています。ただし、これらの事例
は、GloBE提案のその他の構成要素が一時差異への対処に 
あたって実用性が低いことを示す意図はないと記載されてい
ます。

課税ベースの決定
本コンサルテーションペーパーでは、GloBE提案において一
貫した課税ベースを用いることの重要性を指摘しています。
また、作業計画では、納税者と税務当局双方にとってのコンプ
ライアンスおよび行政上の問題に対処するため、ならびに課
税ベースの計算にあたって親会社の国と子会社の国における
構造的な差異を調整するための簡素化策を検討する必要性
が指摘されました。

財務会計を用いた所得の確定

作業計画において認識された簡素化の選択肢の1つは、財務
会計ルールを用いることです。この選択肢は、会計目的で計
算された所得を課税所得と整合させるべく、合意に基づく調
整を行うことを条件としています。

本コンサルテーションペーパーによると、GloBE提案における
共通の課税ベースを決定するための出発点として財務会計
を用いる場合には、GloBEの計算に用いる会計基準の選択に
ついて検討しなければなりません。まず問題となるのは、親会
社に適用もしくは使用される会計基準を用いるのか、それと
も現地の報告目的で子会社に適用もしくは使用される会計
基準を用いるのかということです。また、もう1つの問題とし
て、GloBE提案においてどの財務会計基準が許容されるのか
ということについての合意が必要です。

最終的な親会社が連結財務諸表を作成している場合には、当
該親会社の会計基準を用いることによって、子会社の会計基
準の適用により生じる懸念の一部に対処でき、より透明性が
向上するとともに、子会社間の会計基準のさまざまな違いか
ら生じる歪みが回避されると本コンサルテーションペーパー
は述べています。ただし本コンサルテーションペーパーでは、
これらの連結財務会計が、許容可能な財務会計基準（例えば、
国際財務報告基準（IFRS）、米国の一般に公正妥当と認められ
る会計原則（GAAP）、または日本のGAAP）に基づいて行われ
る必要があると指摘しています。

本コンサルテーションペーパーが述べているように、かかるア
プローチの下では、グループの最終的な親会社の立地によっ
て異なる結果が生じる可能性があります。

また、連結財務諸表を作成する義務のない多国籍企業
（MNE）については、他の選択肢を検討する必要があります。

調整

本コンサルテーションペーパーでは、GloBEの課税ベースの
決定において、未調整の財務数値を用いることは最も単純な
アプローチである一方で、税務目的の純利益と比べて過小ま
たは過大な表示につながる可能性があることを示していま
す。さまざまな調整を行うことにより、財務会計と課税所得計
算の間における特定の永久差異および一時差異を考慮に入
れることができます。

永久差異

永久差異とは、財務会計目的の利益と税務目的の所得の間に
生じる差異のうち、将来的に解消されないと予想される差異
を指します。

本コンサルテーションペーパーでは、数種類の永久差異を識
別（例えば、配当、企業買収の取扱い、その他の種類の損金不
算入費用等）し、それらが生じるさまざまな理由を指摘すると
ともに、最終的に採用されるブレンディングのレベルによって
調整する必要性が判断されると述べています。
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一時差異

一時差異とは、財務会計目的の利益と税務目的の所得の間に
生じる差異のうち、将来的に解消されることが予想される差異
を指します。

本コンサルテーションペーパーでは、一時差異への対処につ
いて、以下の3つの基本的なアプローチを検討しています。

• 超過税額の繰越：このアプローチでは、税務上の繰越欠損
金ルールと類似した以下の3つのルールにより、一時差異
の影響に対処します。

• ある年度に子会社が支払った最低税率を上回る税額は
繰り越され、将来的に当該子会社が支払った税額が最
低税率を下回った時点で、当該将来年度に支払った税
額として取り扱われます。

• 子会社が最低税率を上回る税額を支払っている場合、
所得合算ルールの下で親会社が当該子会社の所得に
対して支払った税額は還付されるか、または親会社の
他の未払税額から控除されます。

• 子会社の営業損失は繰り越され、当該子会社の財務会
計上の利益から控除されます。

• 税効果会計：税効果会計の下におけるある期間の税金費
用は、当該期間の実際の税額に関わりなく、当該期間の財
務会計上の所得に基づきます。

• 実際の税額が財務会計の税金費用を下回る場合、繰延
税金負債が計上されます。

• 実際の税額が財務会計の税金費用を上回る場合、繰延
税金資産が計上されます。

このアプローチにより、一時差異に起因する実効税率
の変動を排除できる可能性があると本コンサルテーシ
ョンペーパーは指摘しています。さらに、IFRSおよびそ
の他の一般に使用される財務会計基準に基づく財務
諸表を作成している納税者は、すでに税効果会計を使
用しています。また、このアプローチのもう1つのメリッ
トは、税金資産と税金負債が事業体ごとに計算され、通
常、同じ事業体の税金費用のみに基づいて相殺される
ことであると述べています。よって、IFRSおよびその他
の一般に使用される会計基準に基づく財務諸表を作成
しているMNEにおいては、このアプローチによって追
加的なコンプライアンス負担が軽減されることが見込
まれると示しています。

• 複数年度の平均実効税率：このアプローチでは、当年度お
よび特定の数の過年度を含む複数年度期間にわたる該当
する子会社の合計支払税額および合計所得に基づき、年
間実効税率を計算します。複数年度を平均するアプローチ
によって、損失、超過税額、およびその他の税務属性の繰越
しに係る個別のルールの策定が必ずしも必要ではなくな
ることから、単純化のメリットが期待されます。

本コンサルテーションペーパーは、GloBE提案の下で一時差
異に対処するためのルールの設計において、多数のコンプラ
イアンス、行政、および租税政策上の検討事項を考慮する必
要があることを示しています。これには例えば、上記の3つの
アプローチに期間の制限を課すべきかどうか、子会社の国に
おける税率の変更をどのように取り扱うべきか、記録保持上
の検討事項をどうすべきか、子会社の所有の変更があった場
合に税額控除を繰越しに適格とすべきかどうかおよびその範
囲をどうすべきか、子会社の処分および取得に係る移行ルー
ルをどうすべきか等が含まれます。

ブレンディングの諸原則
作業計画では、以下のような事業体レベルのブレンディング、
国レベルのブレンディング、およびグローバルなグループレベ
ルのブレンディングを含め、さまざまなブレンディングの選択
肢を検討する必要性が指摘されました。

• 全世界ブレンディングアプローチ：MNEグループが、合計国
外所得および当該所得に対する合計外国税額を集計する
ことが求められます。

• 国別ブレンディングアプローチ：MNEグループが、当該国
の居住者であるすべてのグループ事業体の所得および支
払税額、ならびに当該国内のあらゆる支店の所得および支
払税額を集計した上で、さまざまな課税国間で国外所得を 
配賦することが求められます。

• 事業体別ブレンディングアプローチ：MNEグループが、 
グループ内の各事業体の所得および税額、ならびに外国
支店に帰属する国内事業体の所得を確定することが求め
られます。

本コンサルテーションペーパーでは、これら3つのブレンディ
ングアプローチがさまざまな課題をもたらし、さまざまなコン
プライアンスコストを生じさせることを認めています。

さらに本コンサルテーションペーパーでは、それらの課題を検
討し、それぞれの項目に関してコンサルテーションのための質
問を提示しています。
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• ブレンディングが実効税率の変動に及ぼす影響 ‐ 一時差
異から生じる可能性のある実効税率の変動は、ブレンディ
ングによって部分的に軽減される可能性があります。

• 連結財務会計情報の使用 ‐ GloBE提案における課税ベー
スを計算するための出発点として連結財務会計を用いる
場合、ブレンディングの目的において、所得および外国税
額について、国内事業と外国事業の間の内訳（グローバル
ブレンディングの場合）、または国もしくは事業体レベル 
（国および事業体レベルのブレンディングの場合）の内訳
が必要になります。

• 支店と本店の間における所得の配賦 ‐ それぞれのブレ
ンディングアプローチにおいて、支店と本店の間で所得 
（および税額）を配賦するための合意されたアプローチが
必要になります。

• 税務上透明な事業体の所得の配賦 ‐ それぞれのブレンデ
ィングアプローチにおいて、税務上透明な事業体（例えば、
パートナーシップ）に所得（および税額）を配賦するために
合意されたアプローチが必要になります。

• 他の国において生じた税額の控除 ‐ 合意されたブレンディ
ングアプローチによっては、第三国の法律に基づく被支配
外国法人（CFC）課税および類似の課税を考慮して、ある国
における支払税額の過小または過大な表示を回避するた
め、所得および当該所得に対する支払税額の整合が必要
になる可能性があります。

• 配当およびその他の分配の取扱い ‐ GloBE提案における
課税ベースを計算するための出発点として連結財務会計
を用いる場合、かかる連結では、配当を含むグループ内取
引の影響が無視されていると思われます。よって、国別ま
たは事業体別ブレンディングアプローチにおいては、調整
が必要になる可能性があります。

除外および閾値
作業計画では、GloBE提案のルールの適用を制限するための
閾値や除外の設計に関する選択肢および問題を検討する必
要性が指摘されました。かかる選択肢および問題には以下が
含まれます。

• 有害な租税慣行に関するBEPS行動5に準拠した制度、お
よび実体に基づくその他の除外

• 有形資産に対するリターン

• 特定の閾値を下回る関連者取引を行っている被支配法人

• 年間売上、またはグループの規模を表すその他の指標に
基づく閾値

• 利益または関連者取引の金額が少ない取引または事業体
を除外するためのデミニマス（僅少）基準値

• 特定のセクターまたは産業の除外

本コンサルテーションペーパーでは、あらゆる除外または閾値
は、主として政策上の問題であることが認識されています。た
だし、これらのルールは、MNEと税務当局のコンプライアンス
および行政コスト、ならびに租税制度および諸活動の中立性
にも影響を及ぼし、正または負の外部性を生み出すと思われ
ます。また本コンサルテーションペーパーでは、あらゆる除外
および基準値の決定に際しては、欧州連合（EU）の基本的自
由を含む既存の国際的な義務が考慮されるとされています。

本コンサルテーションペーパーの規定によると、除外の適用
は定性的に（事実および状況に基づいて）、または客観的に 
（公式に基づいて）行うことができます。これらのアプローチ
はいずれも、目指す内容に応じて、異なるさまざまな形で調整
できます。例えば、事実および状況に基づく除外は、その意図
する対象として特定の状況に標的を絞ることができ、かつ濫
用に対してより強力に抵抗できる可能性がある一方で、設計
がより複雑・困難になると思われます。反対に、客観的な規準 
（例えば、資産の価額）に基づく除外は、適用および運営がよ
り単純であると思われるものの、納税者が当該除外に適格で
あることを証明する文書の作成および維持を要求された場
合、追加的なコンプライアンスコストを生じさせる可能性があ
ります。後者の公式に基づく規準はより容易に操作できる可
能性があり、よってさらなる（事実および状況テストの基礎と
なる）濫用防止ルールがもとめられることを、本コンサルテー
ションペーパーは示しています。

閾値について、本コンサルテーションペーパーでは、幅広い基
準値（例えば、収益合計または利益）は特定の除外と比べて運
営およびコンプライアンスがより容易であると指摘していま
す。ただし、閾値ぎりぎりの領域で活動を行っている納税者に
とっては、納税額が大きく変動が生じる可能性があります。

事例
最後に、本コンサルテーションペーパーには、超過税額および
税務属性の繰越、ならびに税効果会計の適用について説明し
た事例が含まれています。

これらの簡素化された事例は、上記のルールのいくつかにつ
いてその仕組みを説明することを意図したものですが、それ
と同時に、現在議論されている提案のいくつかの採用によっ
て生じ得る複雑さも示しています。
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今後のステップ
本コンサルテーションペーパーには、38の質問が含まれて
います。関連当事者は、2019年12月2日まで、2つの柱に関
する作業計画全体へのコメント、とりわけ3つの側面に関す
る具体的な質問へのコメントを書面で提出することができま
す。OECDは2019年12月9日に公聴会を開き、そのコメント
について包摂的枠組みの参加国と議論できる機会を提供す
る予定です。

影響
本コンサルテーションペーパーは、包摂的枠組みの参加国
によって合意された見解を示すものではありません。しかし
OECD事務局は、GloBE提案に関する個別の課題に焦点を合
わせるべく、本コンサルテーションペーパーを作成しました。
プロジェクトの作業の継続にあたり、利害関係者からの意見は
有益と思われます。

GloBE提案では、包摂的枠組み内での政策の選択に関する
合意に依ったテクニカルな設計を要します。これには例えば、
最低税率、軽課税支払ルールの仕組みおよび運用、ならびに
Subject to taxルールの内容および範囲が含まれます。

本コンサルテーションペーパーに述べられているとおり、2つ
目の柱における提案は、デジタルビジネスまたはデジタルビ
ジネスモデルにとどまらずその枠をはるかに超えた、税制の
実質的な変更に相当します。これらの提案は、グローバルビジ
ネスの土台となる国際課税ルール全体の大幅な変更につな
がる可能性があります。企業においては、今後数カ月間にわた
ってGloBE提案の主要な技術、設計、およびポリシーに関する
検討作業が続く間、これらの動向を注意深く見守るとともに、
これらの提案がビジネス上に及ぼす影響について、国内と多
国間双方のレベルでOECDおよび政策立案者と意見交換する
ことが重要です。また企業は、これらの変更が自社のビジネス
モデルに及ぼす潜在的な影響について評価を開始する必要
があります。
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https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-opens-public-consultation-on-addressing-tax-challenges-arising-from-digitalization-of-the-economy---time-sensitive-issue-impacting-all-multinational-enterprises
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-opens-public-consultation-on-addressing-tax-challenges-arising-from-digitalization-of-the-economy---time-sensitive-issue-impacting-all-multinational-enterprises
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-hosts-public-consultation-on-document-proposing-significant-changes-to-the-international-tax-system
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--oecd-hosts-public-consultation-on-document-proposing-significant-changes-to-the-international-tax-system
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20190704-02.html
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